
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき、令和３年１２月２８日付けで

認可した天満屋町町内会、令和５年１２月１５日付けで認可した元津田町自治会につ

いて変更の届出があったため、同条第１０項の規定により次のとおり告示します。 

  令和７年６月２０日 

京都市長 松井 孝治   

  

変更があった事項及びその内容 

 

１ 天満屋町町内会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 三谷 千裕 道家 紘典 

代表者の住所 

及び所在地 

京都市上京区御前通下立売

上る天満屋町３１０番地６ 

京都市上京区御前通下立売 

上る天満屋町３２７番地６ 

 

 

２ 元津田町自治会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 宮本 佳幸 宮本 豊造 

代表者の住所 
京都市伏見区向島津田町 

７０番地４ 

京都市伏見区向島新上林町 

１番地１ 

 

 

（文化市民局地域自治推進室） 
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